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第５章 東部丘陵線（リニモ） 

第１ はじめに 
名古屋都市圏の東部に位置する名古屋東部丘陵地域は，「あいち学術研究

開発ゾーン」の中核地区と位置付けられ，２００５年日本国際博覧会（愛

称「愛・地球博」。以下「博覧会」という。）開催をはじめ，産業技術の

中枢圏域の一翼を担う地域とすることが目指され，それら施設の足として，

リニモが整備導入されることとなった。 
【リニモの車体のデザイン】 
 
 
 
 

運営主体 愛知高速交通株式会社（愛知県出資比率 44.77%の第三セクター） 

営業キロ ８．９㎞ 

駅数 ９駅（所要時間１７分） 

走行方式 常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式 

車両編成 ３両１編成 全８編成 

乗車定員 １編成２４４人（座席定員１０４人） 

事業費 
愛知高速交通施行分    ３５６億円 

愛知県・名古屋市施行分  ６４１億円   合計９９７億円 

開業 平成１７年３月６日 

乗車人員 約１万６８００人／日（平成２１年度） 

 
リニモには「常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進

方式」（ＨＳＳＴ－１００型）が採用され，機能的特徴として，騒音振動が

小さいことによる快適な乗り心地，加速性がよく急勾配に強い，脱線のリス

クが小さいこと等の安全性・信頼性，全線における無人・自動運転があげら

れる。 
 

第２ 愛知高速交通株式会社について 
 １ 出資割合 
 リニモ事業においては，インフラ部の整備は愛知県などの地方公共団体

が行ったが，インフラ外部の整備は，第三セクターである愛知高速交通株

式会社（以下本章では「会社」という）が行い，現在もリニモの運行管理

等を行っている。愛知県は平成２２年１２月現在，６１億８６５５万円を
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出資し，出資割合は４４．７７％である。その他，長久手町，名古屋市，

豊田市，日進市，瀬戸市，その他民間企業２８社が出資している。 
 
２ 地方公共団体と愛知高速交通株式会社の事業費及び負担割合 
⑴ リニモの事業費については，愛知県を含む地方公共団体と会社との間

で，事業費の負担部分が決められており，各々の事業費は以下のとおり

であった。 
地方公共団体 

（国庫補助金含む） 
インフラ部（支柱，桁，道路等） ６４１億円 

愛知高速交通株式会社 インフラ外部（軌道，車両等） ３５６億円 

合 計 ９９７億円 

  ⑵ インフラ外部資金内訳 
インフラ外部，すなわち会社の支出した資金３５６億円の出所は，出

資金７１億円（支出に占める割合は２０％。以下同じ。），無利子借入

１０７億円（３０％），有利子借入１７８億円（５０％）であった。す

なわち「無利子借入」と「有利子借入」の合計２８５億円が，会社が返

済しなければならない資金であった。 
３ 愛知県の損失補償契約 
愛知県は，愛知県高速交通㈱が金融機関から融資を受けるにあたり，損

失補償契約を締結している。 
しかし，他の自治体に関してではあるが，損失補償契約が，一律に財政

援助制限法に違反しない有効なものであるとはいえないとの高裁判決があ

る。これについては、上告されており確定したものではないが、決して軽

視することはできない。 
【意見】 
愛知県の損失補償契約について，財政援助制限法３条に禁止される「保

証」と実質的に類似した内容を有するとされる可能性がないとはいえない。 
そのため，今後，金融機関においても，損失補償契約に基づく融資には

慎重になるのであり，今後は，愛知県においても，すべての事業について，

損失補償契約に基づく新たな融資を前提としない事業展開を考えていく必

要がある。 
 

  
第３ 愛知高速交通株式会社の経営状況と地方公共団体による経営安定化策 
１ リニモの需要予測と実績の乖離と会社の経営状況悪化 
リニモの特許申請時（平成１２年度）の需要予測によると，リニモの１
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日平均利用者数は，平成１７年度で３万１０００人，平成２７年度で３万

４０００人になると予想されていた。 
ところがリニモの実際の１日平均利用者数は，博覧会が開催された平成

１７年度こそ５万８０００人であったが，平成１８年度には１万４０００

人弱と大幅に減少し，平成２１年度でも１万６８００人と，需要予測値の

おおよそ半分にしか満たない状況が続いている。 
このようなことから，会社の平成１８年度の営業収益が約９億円のとこ

ろ，減価償却費を含む営業経費が約３７億円となり，純損益がマイナス約

３０億円となった。平成１９年度も純損益がマイナス約２６億円となり，

累積損失が約６８億円となった。そして，平成１９年度時点での会社の資

本金が７１億２０００万円であったため，平成２０年度には，累積損失が

資本金額を超える債務超過に陥る見込みであった。 
 

２ 愛知県と沿線市町による救済策（第一次経営安定化策） 
愛知県と沿線市町及び出資をした民間企業は，会社の経営安定化のため

協議を重ね，平成２１年２月，次のような基本的な枠組で認識の一致に至

った。もっとも最終的な決定権限は，各地方公共団体の毎年度の議会の議

決に委ねられている。 
会社の初期投資に伴う長期借入金返済負担（平成２０年度末で２７８億円）を，

会社経営から切り離すことにより，会社の収入でランニングコストをまかなう（プ

ライマリーバランスの黒字化）だけで，自立的かつ持続的にリニモ運営ができる会

社として再出発させる。具体的には借入金 278億円について，会社への増資，すな

わち「自治体の貸付金債権を株式化すること」（ＤＥＳ）と，「現金を追加で出資

すること」にて対応する。 
 これはつまり会社の借金２７８億円を，主に税金を投入することにより，

会社を救済する枠組みで一致がみられたのである。ただし，各地方公共団

体も税収不足から財政難の状況であることから，平成２５年度までの債務

超過と資金不足を回避するための第一次経営安定化策（平成２０年度～２

５年度）を実施することとなった。具体的には愛知県は，５年間の間に，

３９億８９００万円の貸付金を返済不要の株式に転換させ，さらに現金２

８億５７００万円の追加出資する見通しである。なお愛知県の試算（２０

頁【リニモ第一次経営安定化策と同支援後の長期収支見通し】）では，第

一次経営安定化策のみでは，平成４７年度までに１１２億円の累積損失が

発生することとなるため，さらなる経営安定化策が必要な状況である。そ

して，仮に，経営安定化策を第一次と同じスキームが実施されると，愛知

県の負担額は総額１６０億円程度となる見通しである。 
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 このような多大な税金を投入する予定の「リニモ救済スキーム」につい

て，県民への情報提供は，知事の記者会見発言，県議会での複数回の質問･

答弁，県ホームページに「出資法人等経営検討委員会改革案の報告書」と

いう形での掲載，住民からの要請を受けた説明等によって実施されている。

しかしこれらいずれにおいても，愛知県･沿線市町（及び出資した民間会社）

の負担の全体額や，負担の具体的分担の計画について説明や議論が必ずし

も明確になされているとはいえない。 
【意見】 
愛知県は，住民に対し，「リニモ支援の全体像（出資した民間団体の支

援が得られない場合には，愛知県としてどれほどの財政支出が必要なの

か）」，「リニモ支援の必要性（巨額の財政支出をしてでも，リニモを存

続させるべきであること）」を明確に説明すべきである。 
また，愛知県の広報誌等に分かりやすく掲載するなどして，住民に対す

る説明責任を果たすべきである。 
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第４ リニモ利用者の需要予測の問題点 

１ 概要 
平成１２年の軌道法特許申請時および平成１６年の運賃認可申請時に行

われたリニモの需要予測では，それぞれ，平成１７年における１日の利用

者数は３万人強であったが，実際は博覧会後の平成１８年で１万３７００

人，直近の平成２１年でも１万６８００人と，予測値の５割程度に留まっ

ている。 
ここでは，この大きな乖離の原因を探るべく，まず軌道法特許申請時の

需要予測の手法について検証し，その後，運賃認可申請時の需要予測と比

較検証する。 
リニモの需要予測は，平成３年実施の第３回中京都市圏パーソントリッ

プ調査（以下，第３回ＰＴという。）で採用された４段階推計法を基本と

し，さらに駅別の詳細な需要予測を行うため，沿線地域については駅勢圏

を考慮した沿線ゾーンを設定して行われている。以下にリニモの需要予測

手順を示す。 
手順（段階） 予 測 内 容 

沿線ゾーンの設定 
前段階 

将来人口フレームの設定 

第 1段階 沿線・周辺ゾーンの発生集中量の推計 

第 2段階 沿線・周辺ゾーンの分布交通量の推計 

第 3段階 沿線・周辺ゾーンの交通機関別分担交通量の推計 

第 4段階 リニモ目的別利用者数の推計 

 
２ 需要予測の手法と検証 
⑴ 【前段階】沿線ゾーンの設定と将来人口フレームの設定 
 ア 手法 

沿線ゾーンは，リニモ９駅の駅勢圏の半径で９ゾーンを設定してい

る。この沿線ゾーンについて，将来の人口構成を，「夜間人口」，「昼

間人口」等の７つの指標により表したものが将来人口フレームである。 
将来人口フレームは，当時最新の国勢調査年である平成７年の人口

フレームをもとに，沿線ゾーン内の個々の開発計画による推定人口増

加分を加算して求めている。 
   イ 検証 

運賃認可申請時の「平成１７年の将来人口予測値」は８万１６７３

人で，実績値との差は１．５％程の誤差であった。また，個々の開発

計画においても，一部に進捗率０％や計画中止のものがあるものの，
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いずれも計画人口が寡少なため全体に与える影響は少ない。 
よって，将来人口フレームの設定については，需要予測が過大とな

った主な原因ではないと考える。 
⑵ 【第１段階】発生・集中量および【第２段階】分布交通量の推計 
 ア 手法 

発生集中量の推計については，第３回ＰＴで採用された「発生集中

予測モデル式」に【前段階】で求めた将来人口フレームの指標を代入

することにより推計している。 
分布交通量の推計については，第３回ＰＴで作成されている「将来

推計ＯＤ表（起点・終点表）」をもとに，リニモ沿線ゾーンのＯＤ表

を作成し，沿線ゾーン間の交通量を推計している。 
   イ 検証 

発生集中量および分布交通量の推計については，第３回ＰＴや第４    

回ＰＴの指標やモデル式を用いて算定しており，その基本となる将来

人口フレームに大きな差異が見られなかったことから，これら両推計

値についても，過大な需要予測の主な原因ではないと考える。 
⑶ 将来ネットワークの作成 
 ア 手法 

【第３段階】の分担交通量を求める前に，予測時における将来交通

ネットワークの設定を行う必要がある。リニモ需要予測に関する将来

ネットワークの作成においては，「リニモ沿線周辺の既存バス路線の

廃止」及び「バスターミナルの新設」が考慮されている。 
   イ 検証 

リニモ沿線周辺の既存バス路線廃止により，はなみずき通駅付近の

地下鉄藤が丘駅利用者の６割がバスからリニモ利用に直接移行すると

予測されていたが，現時点でも既存バス路線が存続している。 
さらに，長久手古戦場駅のバスターミナル化についても未だ実現し

ていない。これらの状況は以降の【第３段階】，【第４段階】の推計

結果に影響を与えている。   
⑷ 【第３段階】交通機関別分担交通量の推計 
 ア 手法 

分布交通量と将来ネットワークから，交通機関別の分担交通量を推

計する。既に作成された目的別ゾーン間ＯＤ表から徒歩・二輪の分担

量を除き，残りの交通機関（自動車，鉄道，バス）利用者については，

「非集計機関選択モデル」を用いて推計し，目標とするゾーン間鉄道

利用ＯＤ表を求めている。 
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   イ 検証 
ここで用いられた「非集計機関選択モデル」は第３回ＰＴを基にし

たものである。しかし，第３回ＰＴと第４回ＰＴの１０年間で，自動

車利用志向が高まり，鉄道・路線バスなどの分担率は低下傾向にある。

これが今回の需要予測に反映されておらず，結果的にリニモ利用者の

過大予測に影響を与えたと考えられる。 
⑸ 【第４段階】配分交通量の推計（リニモ利用者数の推計） 

   ア 手法 
沿線地域のリニモ利用者は競合路線がないものと考えられ，上記鉄

道利用ＯＤ表がそのまま予測数値とされる。 
一方，リニモと並行する名鉄瀬戸線の中間地域，リニモと豊田線と

の中間地域では，競合路線を考慮した鉄道配分モデルを適用し，リニ

モ利用者を算定している。 
また，特許申請時には，はなみずき通駅周辺のバス利用者の６割を

リニモ利用者として加算し，運賃認可申請時には路線バスの再編とス

クールバスの再編を考慮し，リニモ利用者を増減させている。 
   イ 検証 

リニモ利用者として加算した，はなみずき通駅周辺のバス利用者は，

路線バスが存続したこと，長久手古戦場駅バスターミナル化が実現し

ていないこと，スクールバス再編が計画通り進まなかったことなどか

ら，リニモ利用者の過大予測に大きな影響を与えたと考えられる。 
 

３ 需要予測の検証のまとめ 
リニモの実績値が，需要予測値の２分の１であったことについて，需

要予測の手法を検証した結果，原因は大きく分けて， 
① 不確定な条件（例：スクールバスの運行や既存バス路線の再編）

を前提に予測値を算出したこと 
② 自家用車，バス，他の鉄道等他の交通手段と比較してリニモを利

用する人を過大に見積もったこと 
であると考えられる。 

【意見】 
需要予測の中でも「公共交通の採算性」のために推計する場面では，「不

確定な条件」については，技術的な問題とは別に，可能な限り精査して利

用人員の予測を行うべきである。 
また，駅舎の構造など利用者の利便性に影響するサービス面についても

考慮するべきである。 
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４ 需要予測の総括 
⑴ 需要予測の幅とその認識 

需要予測に様々な不確定要素が含まれるとわかった以上，公共交通事

業の需要予測は，特定の数値ではなく，一定の幅を持った数値で表示す

べきである。これにより，公共交通事業の収支予測にも一定の幅が存在

することを認識すべきであり，地方公共団体はその下限の数値を前提と

した施策･対策が可能となろう。 
⑵ 予測差異の原因の分類 
需要予測と実績値の差異の原因について，①需要予測の計算手法やパ

ラメータに内在する技術的な誤差，②経済状況の急激な変化や突発事項

など，予測時点では想定困難であった事象による差異，③不確定な条件

であるが，綿密な検討により慎重な予測を行うべきであった事象による

差異，④需要予測の技術的手法には存在しないが，その交通機関の利便

性など利用者サービスの品質による差異の４つに分類できると考える。 
今回のリニモの需要予測と実績値の差異の原因については，主に③，

④といえよう。 
愛知県は「予測当時の需要予測の手法としては適切であった」と述べ

ているが，「当時一般的に用いられていた手法を使用した」という意味

で適切であっただけであり，リニモ需要予測における個別要因（前提条

件の設定等）を適切に反映させ，実績値に近い結果を導く努力を重ねる

ことが，本来県民が要求している需要予測なのである。 
 

【意見】 
今後，需要予測には前提条件の変更等による予測の幅が存在すること

を認識し，制度面で必要とされる特定値とは別にその幅を考慮した収支

予測を持つべきである。そして，収支予測の下限を考慮し，新交通シス

テムの投資形態（出資，貸付等）について，その最善策を勘案すべきで

ある。   
需要予測に対する実績や，予測値と実績値との乖離の原因を，県民に

対して報告すべきである。 
 

第５ おわりに 
１ リニモ建設時における，国や地方公共団体の「公共交通にかかる費用」

についてのコンセプトは，「公共交通の整備・運営に要する費用は，公共

交通を利用する人の負担によってまかなわれるべきである」という考え方

であった。そのため，愛知高速交通株式会社は，自らの売上によって，初
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期投資のための借入の償還義務を負わされていた。 
  しかし公共交通事業の基本スキームが，このようなものであったことか

ら，リニモをはじめとする，地方の第三セクターが運営する鉄軌道事業の

多くが，著しい経営難に陥っている。 
２ この基本スキームに基づく公共交通事業の収支の健全性にお墨付きを与

えてきたのが，需要予測であった。 
  そして全国の需要予測において，実績値が予測値に満たない事例が頻出

している点について，国土交通省の「将来交通量予測のあり方検討委員会」

による平成１６年３月の「長期交通量予測の課題と今後のあり方」におい

ては，人口，ＧＤＰ等社会経済状況の影響が非常に大きなウエートを占め

ているとの分析がなされている。しかも愛知県の需要予測に対する姿勢も，

「需要予測実施時点で採用が可能であった最新の技術手法，知見で行われ

たものであり，当時の手法に問題があった事実は確認できない。」という

ものであった。 
しかし，需要予測における数値の誤差が，その後に住民に１００億円以

上の負担増を強いることになっている結果を重視し，かつ今後も様々な愛

知県の施策において需要予測を利用するのであれば，「同様の過ちを繰り

返さないための原因解明・需要予測手法改訂」という姿勢・観点が，今後

の需要予測の活用において最も重要なものだと考える。 
３ しかも，いくら需要予測の精度を高めたとしても，そこには，限界があ

るのであって，誤差が生じるのは避けられず，当然，一定のリスクをはら

んだものであることは明らかである。 
  それにもかかわらず，需要予測のリスクを考えずに，事業展開をしてい

たとすれば問題であり，むしろ，需要予測を，事業特許，運賃認可をえる

ための道具にすぎないと考えていたのではないだろうか。 
やはり，需要予測は，あくまで，幅のあるものと理解し，そのリスクを

考えたうえで，事業展開をしていくべきであろう。 
４ また，軌道事業においても，実質的に上下分離方式の採用が可能となっ

たことで，運営会社の負担も軽減されているのであって，過度な期待を込

めない，慎重な事業展開を図ることも可能になってくると思われる。そし

て，そのなかでも，事業展開にリスクが伴う場合であれば，出資金を増額

するなどのリスクヘッジをしておくべきであろう。 
そして，従前のインフラ補助制度のもとであれ，上下分離方式であれ，

「当該事業の公共性，社会性，必要性を明確にし，そのなかで，県として

どの程度までの負担を負うべきか」という視点は全く変わらないはずであ

り，その情報提供がより求められるといえる。 
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このことは，事業開始当時はもちろん，それ以上に，今回のように，当

初の計画がはずれて，新たな税金投入を考える場面では必要であろう。 
５ この点，愛知県と沿線市町では，平成２０年度に，愛知高速交通株式会

社が債務超過になることをきっかけに，同社に資本注入することになり，

それにともない愛知県の負担額は，総額で１６０億円程度となる見通しと

なった（平成２６年度以降の経営安定化策を第一次と同じスキームで実施

した場合の見込み額）。 
  このような大きな考え方及び負担額の変更があったにもかかわらず，愛

知県民の中で，公共交通のあり方，リニモの社会的有用性，さらには巨額

の税金投入について，十分に議論がなされたかについては，住民の一般感

覚からしても疑問がないとは言えない。 
  リニモに関心のない県民の税金がリニモに投入されるのではなく，リニ

モを社会的基盤として支えて行こうという県民の共通認識があって，はじ

めてリニモに対する追加の税金投入も正当化され，そして成功に至ると考

えられる。 
  愛知県には，そのような住民をも巻き込んだ，リニモの救済策を期待し

たい。 
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